
別 記 

 様式第１号（第５条関係） 

 

                                   年   月  日 

守山市長  あて 

                        住  所 

                   申請者  氏  名            

                        電話番号 

                        住  所 

                   配偶者  氏  名             

                        電話番号  

 

守山市結婚新生活支援補助金交付申請書 

 

守山市結婚新生活支援補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請しま

す。 

１ 婚姻届提出日           年       月        日 

２ 交付申請に係る住宅に住民

票を置いた日 
夫 年   月   日 妻  年   月   日 

３ 合計所得金額 夫 円 妻 円 合計 円 

 貸与型奨学金返済額 夫 円 妻 円 合計 円 

４ 二世代同居の有無 あり □  なし □ 

５ 補助対象 

経費内訳 

住居費 

（賃貸） 

 

契約締結年月日 年    月    日 

家     賃 円 

敷     金 円 

礼     金 円 

共  益  費 円 

仲 介 手 数 料 円 

小     計   (A) 円 

住宅手当等受給額   (B) 円 

住居費 

（新築または購入）  

契約締結年月日 年   月   日 

契 約 金 額 円 

領収書記載額   (C) 円 

引越し費用 
引 越 年 月 日 年   月   日 

費     用   (D) 円 

リフォーム費用 

契約締結年月日 年   月   日 

リフォーム部分  

費     用   (E) 円 

合計  (F) 

(A－B＋C＋D＋E) 
円 

６ 交付申請額 
※(F)と30万円（夫婦ともに29歳以下かつ二世代同居の場合は60万円）を

比較し、低い方を記入（1,000円未満の端数切り捨て） 

円 



７ 同意・確認 

申請者 

 
□ 【必須】私は、下記いずれかの講座の受講（動画視聴）
または相談を令和８年度に実施しました。  

講座等の番号：    
□ 【必須】私は、市税等の滞納者ではありません。 

（市税等の納付状況を市担当者が確認することに同意します。） 
□ 【必須】私は、この補助制度に初めて申し込みます。 

□ 私は勤務先からの住宅手当分を控除して申請します。 

□ 私は、生活保護による住宅扶助その他の公的制度による

家賃補助を控除して申請します。 

 

氏名          （旧姓     ） 

配偶者 

 
□ 【必須】私は、下記いずれかの講座の受講（動画視聴）
または相談を令和８年度に実施しました。  

講座等の番号：    
□ 【必須】私は、市税等の滞納者ではありません。 
  （市税等の納付状況を市担当者が確認することに同意します。） 

□ 【必須】私は、この補助制度に初めて申し込みます。 

□ 私は、勤務先からの住宅手当分を控除して申請します。 

□ 私は、生活保護による住宅扶助その他の公的制度による

家賃補助を控除して申請します。 

 

氏名          （旧姓     ） 

８ 講座等 

(1) ライフデザイン支援講座の受講（乳幼児とふれあう体験

や子育て世帯との意見交換を含む。） 

(2) プレコンセプションケアに関する講座の受講 

(3) 医療機関への妊娠・出産に関する相談 

(4) 共家事・共育て講座（男性の家事・育児参画のための講

座を含む。）の受講 

９ 添付書類 

【必須】 

□ 婚姻届受理証明書 

（または婚姻後の戸籍の全部事項証明書もしくは戸籍謄本） 

□ 住民票 

□ 令和８年度（令和７年分）の課税（所得）証明書   

□ 振込先の口座が特定できる通帳またはキャッシュカード

の写し 

補助対象経費の確認ができる資料として、 

□ 契約書の写し 

□ 領収書など経費の支払いを証明する資料の写し 

 

【該当する場合に添付が必要な書類】 

（住居費［賃貸］を補助対象経費として申請する場合） 

□ 住宅手当支給証明書 ※夫婦ともに 

（夫婦ともに 29 歳以下かつ二世代同居の場合） 

□ 同居する親世帯の住民票の写し 

□ 同居する親世帯の戸籍の全部事項証明書または戸籍謄本 

（貸与型奨学金の返済分を所得から控除する場合） 

□ 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの 

□ その他（                 ） 
 


